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第４章 対策工法の検討                                        

４－１ 全体の検討フロー 

 

 

 

 

 

公共施設・宅地一体型液状化対策における検討フローを図4-4に示す。また、図4-4の検討段階（１）

～（４）における留意事項について以下のとおり示す。 

 

公共施設・宅地一体型液状化対策は、住宅を存置したまま地区単位で行う市街地の液状化対策であ

り、事業の実施による液状化被害の軽減を目的とし、必要な効果が得られるとともに、区域内の影響

等を検討して、宅地所有者等の意向を踏まえた事業計画を作成し、実施する必要がある。 

 

（１）公共施設・宅地一体型液状化対策工法の検討 

東日本大震災で液状化被害を受けた地区では、地下水位低下工法と格子状地中壁工法により住

宅を存置したまま行う公共施設・宅地一体型液状化対策が実施されてきた。地下水位低下工法は、

住宅地全体の地下水位を低下させることにより、不飽和の非液状化層の厚さを増し、さらにその

下層の液状化層の厚さや液状化の程度を軽減して、液状化による被害を抑制するものであり、、公

共施設の土地の区域で工事を行うことができることから、まず検討すべき液状化対策工法として

活用されてきた。一方、格子状地中壁工法は、比較的大がかりな工事を要するものの、圧密沈下

を招くことがなく透水性の低い地盤にも適用できる工法であり、地盤の下部に粘性土の層がある

場合に採用されている。これらの工法については、液状化対策の効果を評価する簡易評価シート

が開発・公開されている。 

公共施設・宅地一体型液状化対策工法を検討するに当たっては、既存のボーリング、地質調査

資料を収集し、液状化対策の効果を工法ごとに評価する。地震前のボーリング・地質調査からで

は全体が把握できない場合、震災後のボーリング・地質調査を数箇所追加する。必要な効果が見

込め、実現可能な工法を選定する。 

対策工法の選定や対策の検討に当たっては、簡易評価シートを活用するほか、当該地域の地盤

や地震の状況を踏まえた液状化発生メカニズムの解明、対策工法の選定、解析等の妥当性につい

て学識者等からなる技術検討委員会に諮ることが望ましい。また、施工法が改良されたり、新工

法が開発されたりすることがあるので、最新の技術動向を収集することも重要である。 

なお、こうした検討の結果、公共施設・宅地一体型の液状化対策について、効果が見込めない

場合は、他の復興方針や対策等の検討を行う。 

また、検討の結果や効果が見込まれた対策工法を実施する場合、事業制度や工法の説明だけで

はなく、住民に求められる負担（宅地内の施設の設置、費用負担等）については、類似の事業事

例を参考にして、想定する事業区域の住民等に対して説明を行い、次のステップに移る同意を形

成することが重要である。 

公共施設・宅地一体型液状化対策の検討は、対策に必要な効果が見込め、実現可能

な工法を選択し、事業区域の住民等の意向を段階的に確認しながら進めることが重要

である。 
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  １）地下水位低下工法の概要 

地下水位低下工法は、住宅地や道路部分の地下水位の高さを強制的に低下させて地表面下の数

メートルを非液状化層とすること、およびその下層の液状化層の厚さや液状化の程度を軽減し、

液状化による被害を抑制する工法である。地下水位低下工法の詳細については、「第５章 地下

水位低下工法の検討」を参照されたい。 

なお、地下水位の低下は官民境界を越えて道路・宅地の区別なく対策効果が及ぶことから、公

共施設・宅地一体型液状化対策の枠組みになじみやすい工法で、以下のような地区に適用可能で

ある。 
①有害な沈下を引き起こす、圧密沈下対象層が厚く堆積していないこと。 
②団地に公共施設（道路）があり、暗渠管あるいは汲み上げ井戸を設置するスペースがある 
こと。 

③暗渠管を設置する工法の場合は、敷（画）地割が比較的整形であること。 
④施工区域外からの地下水流入量以上の水を排水して地下水位を下げられる地下水環境で 
あること。 

 

図4-1 地下水位低下工法のイメージ 

 

  ２）格子状地中壁工法の概要 

格子状地中壁工法は、セメントなどの改良材を地中に供給し、原地盤の軟弱土と改良材を強制

的に混合撹拌することで、地中に柱列状の固化壁を造成し、これらを格子状に配置し液状化地盤

を囲い込むことで、地盤のせん断変形を抑止し液状化を抑制する。格子状地中壁工法の詳細につ

いては、「第６章 格子状地中壁工法の検討」を参照されたい。 

なお、格子状の地中壁は、街区の宅地を箇々に格子状に囲むため、民地内での対策工事が必要

となることから、以下のような街区に適用が限定される。 

①敷（画）地内の工事や住民負担額等について、街区全体の住民が同意する街区 
②敷（画）地割が比較的整形であり、高低差が小さい街区 
③敷（画）地割が大きすぎず、一定の隣棟間隔が確保されている街区 

 

  
図4-2 格子状地中壁工法のイメージ 
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（２）公共施設・宅地一体型液状化対策実施地区の選定 

公共施設・宅地一体型液状化対策について具体的な検討を進めるものとした地区については、事

業を検討する地区でボーリング調査等を実施して地盤等のデータを補い、事業実施による効果を検

証しつつ、事業計画案を作成し、説明会等を設けて事業計画案の実施に向けた住民等の意向をとり

まとめる。 

事業計画案の作成に当たり、施設の設置、工事の実施、費用の負担等を検討することになるが、

それらの中には、事業区域の宅地所有者等の了解が必要な事項や、事業区域周辺に影響を与える内

容も含まれる。 

特に、事業区域内の宅地所有者等に費用負担を求めるなど、宅地所有者等の同意が欠かせない事

項については、地区内で必要な同意を得られる見通しを立て進めることが重要である。例えば、事

業に要する費用の一部について負担を求める場合には、負担額（見込み案）を示し、その理由（例：

宅地内で行う工事費用の一部。ポンプを稼働させる電気代の一部）を説明する。 

また、液状化対策工事が、公共施設の区域に留まらず、宅地の中でも実施される場合、宅地内で

の施工内容、施工の準備、工事終了後の建替え時の制限など宅地に課される制限についても説明す

ることが重要である。 

こうした説明を踏まえて、事業計画案に対する宅地所有者等の同意の状況を確認し、事業計画を

策定する区域を決定する。 

 

 

〈補足〉 

緩傾斜地盤又は護岸背後地盤などの地形では、地盤の液状化により水平方向への大き

な変動が発生する場合があるので、こうした変動を抑制する側方流動対策についても検

討することが考えられる。 

具体的な例として千葉県香取市では、再び大地震が起こった場合に地盤が液状化し、

河川に向かって側方流動が起こることを解析等により確認したため、道路等の公共施設

と宅地の一体的な液状化対策について委員会を設置して検討した。検討の結果、河川護

岸の水平方向変位を抑制する側方流動対策として河川の下の地盤を格子状に固化改良す

る工事を実施した。 

 

 

 

 

 

図 4-3 側方流動対策のイメージ 

液状化層 
鋼製矢板 

固化改良 
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（３）公共施設・宅地一体型液状化対策事業計画の作成 

   事業計画を作成する地区では、対策方針、地区内の地盤条件、宅地の区画割り等を踏まえて、詳

細な検討（設計図、施工計画、工程等）を行う。検討を進めるに当たっては、アンケートや個別の

意見聴取などにより区域内の地権者等の意向を把握し、必要な配慮を行って、事業計画に反映させ

る。 

この際、事業に要する費用の一部について負担を求める場合には、負担額を明らかにするととも

に、その算出方法を説明する。また、液状化対策工事の内容や工事完了後の宅地に与える影響につ

いて具体的に説明する。 

こうした説明を踏まえて、事業計画に対する宅地所有者の同意の状況を確認し、事業計画を決定

する。 

  なお、事業計画の詳細な検討、宅地所有者等への説明等を通じて、やむを得ない事情が生じた場

合には、事業計画の対象区域を変更するなどの対応が必要となる。 

  

（４）公共施設・宅地一体型液状化対策工事の実施 

対策工事の実施に当たっては、事業区域内外の住民と必要な調整を行い、協力を得ることが重要

である。 

区域内の宅地所有者等に対しては、宅地内に対策工事等が影響する場合の工事等への必要な協力

を求める。特に、格子状地中壁工法の場合、宅地内工事が不可欠となるため、事前に宅地内の施工

位置、機材の設置位置等の施工環境及び条件、施工の妨げとなる植栽や既存塀の撤去・復元の条件

等を整理して、宅地内工事の影響について十分に説明することが重要である。 

また、工事車両の搬出入、道路や公園内に施工のための施設を設置して工事期間中の作業ヤード

として活用したりすることで、事業区域周辺の住民の生活に影響を与えることがあるため、工事の

着手に先立ち、事業実施地区の近隣住民にも必要な説明を行う。 
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図 4-4 公共施設・宅地一体型液状化対策の検討フロー 

 

・ 対策方針の決定 

・ 事前調査、事業計画区域の詳細検討（設

計、施工計画、工程の作成） 

・ 住民負担額の設定 

・ 住民の意向調査 

・ ボーリング、地質調査の追加調査の実施 
・ 地区別に説明会・勉強会、地区ごとの対

策方針の協議 
・ 事業計画案の作成 

被災地域等の把握 

一体的対策事業計画に 
意向あり 

・ 既存のボーリング、地質調査の収集 
・ 液状化発生の簡易判定 
・ 実現可能性の検討（実証実験・解析） 
・ 技術検討委員会の設置 

（１）公共施設・宅地一体型液状化対

策工法の検討 

液状化対策工法の選定 

・ 液状化被災状況調査、要因等の把握 
・ 被災宅地危険度判定 

・ 宅地内の施工環境、施工条件等の説明 

・ 事業区域周辺の影響等の説明 

対策工事の着手 

（２）公共施設・宅地一体型液状化対

策実施地区の選定 

一体的対策事業計画に 
意向なし 

住民意向の確認 

 一体的な液状化対策として効果が見込

まれる対策工法の選定 

（３）公共施設・宅地一体型液状化対

策事業計画の作成 

（４）公共施設・宅地一体型液状化対

策工事の実施 

事
業
計
画
・
設
計
の
変
更 

 宅地内工事の説明 

 施工による影響の説明 

 住民負担額（見込み案）の説明 
 施工条件等、建替え地の制限の説明 

やむを得ない事由 

事業完了 

対策実施の意向確認 

一体的対策の効果が 
見込めない その他復興方針の検討 

個別対策等による対応 

事業検討の 
意向なし 個別対策等 

による対応 
 事業制度の周知、住民負担などの説明 

※住民の意向調査を踏まえて事業計画（案）を見直

した場合は、再度、意向確認を行う 

個別対策等 
による対応 

見直し 

効果が見込める 

意向あり 
（事業検討地区の抽出） 

公共施設・宅地一体型液状化対策地域の設定 

住民同意の確認 

やむを得ない事由 
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４－２ 震災前の地盤状況の再現及び液状化発生の確認 

（１）震災前の地盤状況の再現 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

過去のボーリングデータから、図4-5のように被害箇所と地盤状況の比較を行うために、図4-6のよ

うな震災前地盤調査(黒)と震災後地盤調査(赤、紫)を併記した既存調査位置図を作成し、図4-7のよ

うに液状化検討に資する地質断面図を作成する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4-5 液状化発生範囲の平面図 1) 

凡 例 
赤塗りつぶし：液状化被害の大きい地域（●：噴砂箇所） 
青塗りつぶし：液状化被害の少ない地域（●：噴砂箇所） 

過去のボーリングデータと、液状化被害発生状況のマップ類を用いて、被災前の地

盤状況を再現し、液状化発生範囲の平面図及び被災前の地盤断面図を作成する。 

また、震災前の地盤調査箇所にあわせた箇所、被災地区の地盤を代表する箇所及び、

被害が顕著な箇所において、地盤調査（数箇所）を実施する。これは震災前の地盤調

査結果に物理試験（粒度試験）を実施していないことが想定されるためである。 
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図4-6 既存調査位置図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4-7 震災前の地盤想定断面図 
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（２）液状化発生の確認 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

被災前における液状化発生の検証は、「３－４（４）発生地震波」で想定したマグニチュード及び

加速度の地震動波形を用いる。例えば、東日本大震災の実際の地震動（既往の最大値）の液状化判定

に用いる加速度は、被災した各市町村においてその波の成分が異なるため、観測点K-NETやKiK-net

のホームページから図4-8のように液状化現象に対する影響の比較的少ないサイクリックな挙動でパ

ルス状の波形となる部分を除いた不規則波のままの最大加速度を用いることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図4-8 等価加速度のイメージ 

 

液状化発生の判定方法は、「宅地液状化被害判定指針」2)の計算シート3)を用いて判定をおこなうが、

同指針も「建築基礎構造設計指針（日本建築学会）」の“地盤の液状化判定”や“液状化に伴う地盤

物性と地盤変形量の予測”及び“液状化に伴うFL、PL、Dcyの計算の考え方”に準拠していることか

ら、＜資料編４－１～４－３＞の算定式を参照されたい。 

「宅地液状化被害判定指針」による液状化の判定方法を次に示す。 

被災前における液状化発生の検証は、地震前の既存資料のボーリング結果及び室

内土質試験を用いて、「３-４ (４)発生地震波」で想定した地震動の波形をもとに「宅

地液状化被害判定指針」の計算シートを用いて以下のように算定する。 

① 地盤の液状化発生の可能性は、Ｎ値等の地盤調査結果を用いた液状化に対する

安全率（FL 値）から、液状化指数 PL 値により液状化による被害発生の可能性

を判定する。 

②液状化による地盤の沈下量は、液状化に対する安全率（FL 値）より地表変位量

（Dcy）を算出し評価する。 
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１）液状化に対する安全率（FL値）の算定 

液状化に対する安全率（FL値）は「建築基礎構造設計指針」を基本として算定する。 

沖積層で圧密時間が400～500年以上経過していることが明らかな場合には、地盤生成年代効果を考

慮することができるものとする。ただし、地盤の生成年代による補正係数（Ch）は、図4-9に示すよ

うにCh=1.4を上限とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-9 液状化強度増加率の経時変化 4) 

 

①液状化抵抗比の算出方法 

各深さにおける液状化発生に対する安全率ＦLを次式により計算する。 

      ＦL ＝Ch・（τL/σz’）/（τd/σz’） 

ここで、  

ＦL  ： 液状化に対する安全率 

       τL/σz’  ： 液状化抵抗比（R） 

       τd/σz’  ： 等価な繰り返しせん断応力比（L） 

           Ch  ： 地盤生成年代による補正係数（Ch） 

 

②液状化抵抗比（R）の算出方法 

液状化抵抗比（τＬ/σz’）は、せん断ひずみ振幅5%の曲線を用いて求める。 

また、Naは以下の式により算定する。 

         Na ＝N1+△Nf 

         ここで、 

Na ： 補正 N 値 

N1 ： 換算 N 値 N1＝CN・N 

△Nf ： 細粒土含有率に応じた補正 N 値増分 

CN  ： 拘束圧に関する換算係数 CN＝√98／σz’ 

σz’ ： ボーリング調査時の有効土かぶり圧（kN/m2） 

地盤生成年代による補正

係数：Ch＝1.4 
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③等価な繰返しせん断応力比（L）の算出方法 

検討地点の地盤内の各深さに発生する等価な繰返しせん断応力比を次式により計算する。 

（τd/σz’）＝γn・（αmax/g）・（σz /σz’）・γd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）判定対象層 

「建築基礎構造設計指針」では、細粒分含有率35%以下の層に関する規定は「沖積層」、細粒分

含有率35%以上の低塑性シルト層に関する規定は「埋立て地盤・盛土地盤」に適用しているが、当

該指針では「沖積層、埋立て地盤、盛土地盤」ともに、細粒分含有率35%以下の層及び細粒分含有

率35%以上の低塑性シルト層に関する規定を適用することとした。なお、東日本大震災における細

粒分含有率については、細粒分含有率35%以上でも液状化しているものがあるので、現場に合わせ

た詳細な検討が必要である。 

表4-1 当該指針の判定対象層 2） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

３）判定図 

判定図については、「１－３ 液状化の基礎知識」に記載してあるので参照されたい。 
 
４）非液状化層厚（H1） 

非液状化層厚とは、地表面から表4-2に示す条件を満足する連続した層厚である。 

非液状化層厚（H1）と液状化層厚（H2）の関係を図4-10に示す。なお、埋立土・盛土内にあるN値

が2以下の粘性土層は非液状化層厚（H1）に含めないこととした。 

τd ： 水平面に生じる等価な一定繰返しせん断応力振幅（kN/m2） 
σz’ ： 検討深さにおける有効土被り圧（鉛直有効応力）（kN/m2） 
γn ： 等価な繰返し回数に関する補正係数で、γn=0.1（M-1） 
  ただし、M は地震のマグニチュード 
αmax ： 地表面における設計用水平加速度（gal） 
g ： 重力加速度（980gal） 
σz ： 検討深さにおける全土被り圧（鉛直全応力）（kN/m2） 
γd ： 地盤が剛体でないことによる低減係数で（1-0.015z）、ｚはメートル 
  単位で表わした地表面からの検討深さ 
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表4-2 非液状化層厚（H1）2) 

 
 
 
 
 
 

 

図 4-10 非液状化層厚（H1）と液状化層厚（H 2）の関係 5） 

５）液状化指標（PL値）の算定方法 

液状化指標(PL値)を算定する方法については「１－３ 液状化の基礎知識」に記載してあるので参

照されたい。 

 

６）地表変位量（Dcy 値）の算出方法 

水平地盤での動的水平変位、残留水平変位、沈下量、液状化の程度と動的水平変位の予測は、適当

な応答解析によるほか、液状化判定の後、以下の手順によることができる。 

①図4-11からNa、τd/σz’に対応する各層の繰り返しせん断ひずみγcyを推定する。 

②各層のせん断ひずみγcyが同一方向に発生すると仮定して、これを鉛直方向に積分して、振動中の

最大水平変位分布とする。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

図4-11補正 N 値と繰返しせん断ひずみの関係 6)  

 

③地表変位を Dcy とし液状化程度の指標とする。液状化の程度は、Dcy の値により表4-3のよう

に評価する。 
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表4-3 地表変位を Dcy とした液状化程度の関係 6) 

Ｄcy(cm) 液状化の程度 

0 なし 

～ 05 軽微 

05 ～ 10 小 

10 ～ 20 中 

20 ～ 40 大 

40 ～ 甚大 

 

同様に、液状化に伴う沈下量Sを求めたい場合、図4-11をそのまま使い、γcyを体積ひずみεvと

読み換えればよい。 

また、液状化に伴う圧縮沈下量の推定方法については、石原・吉嶺により提案されている図4-

12に示す関係図より推定することもできる。 

この関係図は、室内繰返しせん断試験により、非排水状態で液状化試験を行った後に、排水状

態にして過剰間隙水圧を消散させて液状化後の体積圧縮ひずみを直接求めた試験結果をもとに、

液状化に対する抵抗率（FL）と体積圧縮ひずみ（εvd）や換算N値（N1)をパラメータとした関係

を示したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-12 石原・吉嶺による FL，相対密度と体積ひずみの関係 7) 
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なお、“宅地の平均地盤沈下と住宅の傾斜角の関係”、“建物の傾きによる健康障害について”、

“液状化による家屋被害と健康障害の関係”、“地盤に係る住宅被害認定の運用見直しについて”

を＜資料編４－４～４－７＞に掲載したので参照されたい。 
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（３）震災前の地盤条件のもとで液状化が発生した場合における地盤沈下量の検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液状化の判定結果のPL値及びDcyは、図4-13に示すように着色し見やすくすることが望ましい。ま

た、図4-14及び図4-15は液状化対象層の「N値と細粒分含有量（FC）の関係」や「N値と平均粒径（D

50）の関係」及び「粒径加積曲線図」を示したものであるが、これらの関係図を作成することにより

液状化層の粒度特性を知ることができる。 

作成図面の事例を次に示した。 

① 液状化安全率FLを用いた液状化可能性の予測（表4-4参照） 

② 液状化判定及び地盤変位量（Dcy）算定（表4-5及び表4-6参照） 

③ 液状化推定断面図の作成（図4-16及び図4-19参照） 

④ 液状化被害（沈下）のコンター図の作成（図4-17及び図4-20参照） 

⑤ 液状化解析による地盤沈下量（Dcy）コンター図の作成（図4-18及び図4-21参照） 

⑥ 液状化被害（建物被害）と「H1～Dcyの関係」や「H1～PL値の関係」（図4-22及び図4-23参照） 

 

 

０ なし 

～５ 軽微 

５～１０ 小 

１０～２０ 中 

２０～４０ 大 

４０～ 甚大 

 

 

PL＝０ 液状化による被害発生の可能性がない 

０＜PL≦５ 液状化による被害発生の可能性が低い 

５＜PL≦１５ 液状化による被害発生の可能性がある 

１５＜PL 液状化による被害発生の可能性が高い 

地盤沈下量は、震災前の地盤条件のもとで液状化が発生した場合の推定沈下量と実

際に測量した沈下量の比較を行う。その液状化判定結果を用いて、以下のようなコン

ター図等を作成することにより、建物被害と液状化の因果関係を把握することができ

る。 

①液状化推定断面図の作成 

②液状化被害（沈下）のコンター図の作成 

③液状化解析による地盤沈下量（Dcy）コンター図の作成 

④液状化被害（建物被害）と「H1～Dcy の関係」や「H1～PL値の関係」 

PL値 Dcy 値 

※PL値の重み係数：ＷＺ(20m)＝10－0.5×Ｚ 

図4-13 液状化の判定結果の表示例 
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表4-4 震災前の地盤条件で検討した液状化安全率 FLを用いた液状化可能性の予測 
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図4-14 N 値 Fc 及び N 値と D50の関係図 

注）：赤丸●が液状化の可能性ありと判定されたデータである。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-15 液状化対象層の粒径加積曲線 
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表4-5 震災前の液状化判定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-6 震災前の液状化における地盤変位量（Dcy）算定例 
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図4-16 震災前における液状化予測断面図例-1（IH 地区） 

 

 
図4-17 液状化被害（地盤沈下）コンター図例-1（IH 地区） 

Ｂ断面 Ｃ断面 Ｄ断面 
Ａ 
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 図 4-18 震災前における液状化判定による地盤沈下量（Dcy）コンター図例-1（IH 地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-19 震災前における液状化予測断面図例-2（NK 地区） 
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図 4-20 液状化被害（地盤沈下）コンター図例-2（NK 地区） 

 

 
図4-21 震災前における液状化判定による地盤沈下量（Dcy）コンター図例-2（NK 地区） 
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図4-22 液状化被害（建物被害）と「H1～Dcy の関係」例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-23 液状化被害（建物被害）と「H1～PL値の関係」例 

Ｈ1とＤcyの関係 

Ｈ1（ｍ） 

Ｈ1とPL値の関係 

Ｈ1（ｍ） 
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（４）対策工法の選定 

 

 

 

 

 

 

地下水位低下工法は、①排水管方式（開削工法、推進工法）と、②井戸方式の工法があり、施工性、

長期的な維持管理コストについて十分に調査・検討して工法を採用する必要がある。この工法には深

層にある粘土層の圧密沈下による建物やライフラインの不具合を招くおそれがあるので、事前に圧密

沈下量が少ない地盤であることを確認しておく必要がある。ポンプを設置して地下水を排除する場合

には、ポンプ稼働に必要な電気代や維持管理にコストがかかる。これを受益者負担として住民求める

場合には、工法の検討段階から十分な説明を要する。 

 

格子状地中壁工法は、地下水位低下工法に比べ、施工性、施工コストについて十分に調査・検討し

て工法を採用する必要がある。本工法の施工にあたり、改良壁の一体性の確保が重要な要求性能の一

つとなり、機械剛性や改良方式の違いなどを考慮し、改良杭の鉛直精度ならびに接合部の品質面にお

いて、要求性能を満足できるよう留意する必要がある。 

格子状地中壁を設置するためには、宅地内での工事が必要になることから、事業区域内の住民等に

は宅地内工事の実施内容と受益負担を求める場合、その負担額について同意を得ることが必要であり、

十分な説明と事業区域の住民等の意向を段階的に確認しながら進めることが重要である。 

格子状地中壁により、街路や各敷地が仕切られることになるため、街区一体型の格子状地中壁で一

定の水準までの液状化対策を施した後、更に高度な対策については、箇々の敷地所有者の判断と負担

によって行い得るようになるので、行政的・権利関係的にわかりやすい状態が実現される。なお、狭

い隣棟部分では大型機械での施工ができないおそれがある。 

 

こうした対策工法の選定に当たっては、施工法が改良されたり、新工法が開発されることがある

ので、最新の技術動向を収集することも重要である。また、選定した工法は、解析等により道路等

の公共施設と宅地の一体的な液状化対策として十分な効果があることを確認する必要がある。工法

の選定や解析等の妥当性については技術検討委員会等に諮りながら検討を進めることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設・宅地一体型液状化対策において、既存建築物を存置したまま効率的に実

施できる工法として、現時点で以下の２工法を検討することが望ましい。 

① 地下水位低下工法 

② 格子状地中壁工法 
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４－３ 検討組織の設置 

（１）専門家を含む委員会の設置 

 
 
 
 
１）液状化対策委員会の設置の目的 

液状化は地盤条件等によってその発生状況や被害形態が異なるため、図4-26のように中・大規模な

地震における地震動、地盤の液状化の被害について、学識経験者の専門的見地からの意見を聴取し、

被災市が実施する調査方法等に反映する。また、液状化対策事業計画を策定する場合には、調査結果

を基に経済的かつ効果的な液状化対策の方法を検討し、検討委員会の意見を聴くことが重要である。 

 

２）委員会での検討内容 

①各種調査計画・方法に関すること 

②調査結果の検証及び今後の対策に関すること 

③事業計画の効果的な運用に関すること 

④その他必要な事項に関すること 

 

３）依頼する委員の選任及び任期について 

依頼する委員は、液状化対策に詳しい（公社）地盤工学会・（一社）日本建築学会・（公社）土木

学会、（公社）地震工学会等関係学会の推薦者、地元の大学等の学識経験者、都市計画審議会等から

各分野の専門家を選任する。また、依頼する委員の任期は、原則として委嘱の日から市街地液状化対

策事業の完了日までとする。 

 

４）委員会の開催 

委員会の開催は、調査・事業計画の進行に合わせて、原則として2～3か月に1回の頻度で年間3～4

回程度の委員会を予定する。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

液状化対策事業計画の策定にあたっては、液状化による被害実態等の把握、液状化

判定手法の検証及び発生メカニズムの確認・解析等の各社会基盤施設等に共通する技

術的事項について、液状化対策検討委員会を設置し、意見を聴くことが重要である。 

図4-24 液状化対策検討委員会のスキーム 
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（２）コーディネーター制度の活用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１）コーディネーター制度の趣旨 

液状化対策推進事業において、宅地の液状化対策等に伴う個人負担等に関する調査・相談、事業化

に向けた意向把握、合意形成等に資するため、図4-25のようにコーディネーター制度を活用すること

が可能である。コーディネーターは、地盤改良や建築物の修繕等に関する知識及び液状化と被害の発

生メカニズムに関する知識を有し、まちづくり事業に精通した専門家、実務者等が中心となり、被災

者、事業者、行政等の調整役を果たすことが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-25 コーディネーター制度を活用した復興対策の検討体制の例 

 

液状化対策事業において、宅地の液状化対策等に伴う個人負担等に関する調査・相

談、事業化に向けた意向把握、合意形成等に資するため、地盤改良や建築物の修繕等

に関する知識及び液状化と被害の発生メカニズムに関する知識を有し、まちづくり事

業に精通した専門家、実務者等が中心となり、被災者、事業者、行政等の調整役を果

たすコーディネーター制度を活用することができる。 

ただし、コーディネーターは、学識経験者等から構成される液状化対策検討委員会

の検討内容について熟知しておくことが必要であり、液状化被災市街地の復興に向け

た被災者への説明に不整合や情報不足等がないように留意する必要がある。 

 

液状化対策検討委員会
（事業手法・対策工法）

住 民
（住宅修繕・液状化対策）

行 政
（公共事業）

コーディネーター
（事業手法調整等）

事
業
手
法

調
整
等
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２）コーディネートの進め方 

宅地液状化対策は、原則宅地所有者負担により行われるものと考えられる。また、被災者は宅地の

液状化対策とともに住宅の再建等も行うこととなるため、液状化対策の事業化を図るには、被災者に

対し個別の被害状況に応じた液状化対策に要する個人負担に関する情報等を提供することが望まし

く、そのための各種調査等を支援する。 

①個別家屋の被害に関する調査 

家屋毎の被害状況を把握する。この調査により、家屋の補修方法や概ねの補修費用等を被災者に

提供できるようになる。 

②各宅地の地盤状況に関する調査 

地域のボーリング調査や地盤解析等をもとに、宅地の地盤状況を想定し、宅地の傾斜修正や地盤

改良など各種の液状化対策方法や個人の対策経費を整理する。なお、道路等の公共施設の液状化

対策のために必要な民地における対策が発生する場合は、被災者負担分と公共負担分を区別でき

るようにしておく。 

③事業化に向けた合意形成 

①と②の調査に基づいて、被災者に液状化対策に要する個人負担の情報等を提供し、それらの相

談対応に応じつつ、事業化する場合の理解の促進、意向把握、合意形成の見込み等の把握を行う。 

その際、以下の概要について説明することが考えられる。 

・現状の説明（被災状況、地盤状況等） 

・復興構想、基本方針（公共施設の復旧等） 

・液状化対策の説明（地盤対策の効果、住宅・宅地の対策） 

・各種個別再建方法（自力再建への助成、公営住宅の提供等） 

また、再建の場合の補助制度や融資制度等の情報提供や、家屋の被害が著しく解体を余儀なくされ

た場合で、個人負担額によっては自力再建が困難な場合等も想定されることから、公営住宅等の扱い

について説明することも考えられる。 

 

３）液状化対策検討委員会との関係 

液状化対策事業は、学識経験者等から構成される液状化対策検討委員会の意見を踏まえて決定され

る。コーディネーターも同委員会の検討内容について熟知しておくことが必要であり、液状化対策推

進事業に向けた被災者への説明に不整合や情報不足等がないように留意する。 

なお、同委員会に対しても、今後の地域の復興の基本方針等を判断する上で、適時情報提供が行え

る体制とされていることが望ましい。 

 

４）コーディネーター制度を活用した事例（浦安市） 

浦安市において平成 24 年 5 月から平成 27 年 3 月までの 3 年間、専門相談員によるアドバイス等

を行う無料相談会を実施した。そして、木造住宅の耐震診断や液状化による傾斜した家屋の復旧方

法、液状化対策を目的とした地盤改良工法などについて相談の対応をした。 

（平成 24 年度：144 件、平成 25 年度：52 件、平成 26 年度：23 件） 
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（３）地域住民意向調査と合意形成 

 
 
 
 
 
 
 

 

【解説】 

図4-26は、住宅・宅地に係る対応を中心とした想定される主な選択肢と検討の流れについて整理し

たものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-26 液状化被災市街地の復興に向けた検討フロー 

 

表4-7は図4-24の具体的な液状化被災市街地の復興に向けた対応例及び関連助成制度等であり、以

下にその考え方を述べる。 

１）液状化被災市街地の復興にあたっては、当該家屋・宅地等の被害状況、地盤特性等を勘案しつ

つ、まず、現地での生活再建を基本として検討することとなる。家屋に傾斜は見られるものの

構造耐力上の著しい支障がない場合にあっては、家屋は存置したまま傾斜修正等を行い、生活

上支障のない状態に補修することが考えられる（フロー①）。 

２）その際、当面の生活上支障のない状態に復旧するだけでなく、付加的に、将来における再液状化

液状化被災市街地の復興にあたっては、被災状況、地盤の状況、立地条件・土地利

用等の地区特性により対応が異なるので、多岐にわたる検討が必要である。 

また、住宅・宅地を含めた復興に際しては、当該所有者の金銭的な負担等を伴う場

合もあるから、事前に被災者の生活再建の観点を踏まえ、被災者に対して主な液状化

対策の選択肢と検討の流れを示し、住民の意向を踏まえた検討を進めていくことが必

要である。 

Ｃ：移 転
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被害の抑制対策を施すことを希望する場合には、当該宅地等における地盤改良等を併せて実施す

ることが検討される（フロー②-③）。 

３）家屋の補修にあたっては、家屋の被害状況、補修等の内容に応じて、被災者生活再建支援制度や

災害復興住宅融資等の活用が想定される。また、液状化対策としては、市街地液状化対策推進事

業を活用し、被災市街地の一定の地区について、隣接する公共施設と共同して液状化対策を施す

ことも考えられる。 

４）ただし、一般的に、家屋を存置したまま当該家屋の基礎地盤に対して、地盤改良を施すには、 

・工事の作業スペースが限定され、使用できる重機等の大きさが制約 

・ライフライン等の地下埋設物や電線等の上空架線等による施工上の制約 

・敷地内で建物を存置する場所とオープンスペースとで対策に不均質 

・住宅街における作業中の騒音・振動、周辺工作物等への影響への配慮 

等の観点から、敷地規模や当該地盤に最も効果的に作用する工法によって、更地において地盤改

良を行う場合よりも相当程度割高になる場合等には、当面は家屋の傾斜修正だけを行い生活上支

障のない状態を保ちつつ、将来的な家屋の建替時等にあわせて、地盤改良工事を行う選択も考え

られる（フロー④-⑤-⑦-⑧）。 

５）一方、家屋の被害が著しく建替えを余儀なくされた場合等にあっては、家屋を除却した後に一旦

更地とした上で地盤改良を行い、現地で再建する場合や（フロー⑥-⑦-⑧）、立地ポテンシャル

が高い場合等では、複数の敷地で共同化して建替えることで再建に係る個人負担の低減が図られ

たり、支持地盤まで基礎杭を打つなど、再液状化により家屋の傾斜が発生しづらい構造とするこ

とも考えられる（フロー⑨-⑩）。 

６）同じく家屋の被害が著しい場合、現地での再建ではなく、一定の地盤の安定が見込まれている地

区に移転し、住宅市街地を形成するケースも想定される。 

従前の被災地が一定のまとまりを持った地域で、当該被災地を災害危険区域として指定すること

が見込まれる場合等にあっては、防災集団移転促進事業により被災者が集団で移転し、新たに住

宅団地を形成し住宅を再建するケースやフロー⑪-⑫）、家屋の被害が著しく、解体を余儀なく

された場合で、自力での住宅再建が困難な場合等にあっては、公営住宅等を活用することも想定

される（フロー⑪-⑬）。 
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表4-7 液状化被災市街地の復興に向けた対応例及び関連助成制度等 

フロー 対応例 主な関連助成制度等 

A-1 ①-②-③ 

・家屋に傾斜は見られるものの、構造耐力上の著

しい支障がない場合は、現地での生活再建を基

本として検討。  

・当面の生活上支障のない状態に復旧するだけで

なく、将来における再液状化被害の抑制対策を

併せて実施する場合には、家屋を残したまま当

該宅地における地盤改良等を施した後、家屋の

傾斜を修正。  

＜液状化対策＞ 

・市街地液状化対策事業 

＜住宅対策＞ 

・被災者生活再建支援制度 

・災害復興住宅融資・災害復

興宅地融資 

A-2 
①-④-⑤ 

-⑦-⑧ 

・敷地規模や当該地盤に効果的に作用する工法によ

って、家屋を残したまま地盤改良を行うと更地にお

いて地盤改良を行う場合よりも相当程度割高になる

場合等には、当面、家屋の傾斜修正だけを行い生

活上支障のない状態を保ちつつ、将来的な建替時

等にあわせて地盤改良を実施。  

＜住宅対策＞ 

・被災者生活再建支援制度等 

B-1 ⑥-⑦-⑧ 

・家屋の被害が著しく、建替えを余儀なくされた場合

等では、家屋を除却した後に一旦更地とした上で地

盤改良を行い、現地で再建。 

＜液状化対策＞ 

・市街地液状化対策事業 

・土地区画整理事業 

＜住宅対策＞ 

・被災者生活再建支援制度等 

B-2 ⑥-⑨-⑩ 

・立地ポテンシャルが高い場合で、複数の敷地で共

同化して建替えることで再建に係る個人負担の低減

が図られたり、支持地盤まで基礎杭を打つ等により

再液状化による家屋の傾斜が発生しづらい構造とす

る。  

＜液状化対策＞ 

（基礎杭等による住宅傾斜抑

制） 

＜住宅対策＞ 

・被災者生活再建支援制度等 

C-1 ⑪-⑫ 

・家屋の被害が更に著しい場合等、現地での再建で

はなく、一定の地盤の安定が見込まれる地区に移転

し、住宅市街地を形成。  

・従前の被災地が一定のまとまりを持った地域で、当

該被災地を災害危険区域として指定することが見込

まれる場合等にあっては、防災集団移転促進事業に

より被災者が集団で移転し、新たに住宅団地を形

成。  

＜集団移転＞ 

（防災集団移転促進事業等） 

＜住宅対策＞ 

･被災者生活再建支援制度等 

C-2 ⑪-⑬ 

・ 家屋の被害が著しく、解体を余儀なくされた場合

で、自力での住宅再建が困難な場合等にあって

は、公営住宅等を活用。 

＜住宅対策＞ 

･被災者生活再建支援制度等 

･災害公営住宅整備事業等 
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４－４ 液状化対策の目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液状化対策においては、公共施設や宅地が地震発生後でも確保すべき性能を考慮し、街区全体で性

能を確保するために必要かつ整合のとれた地盤の目標値を設定することが重要である。 

なお、宅地に求める地震に対する目標性能は、宅地防災マニュアルによると以下のように定められ

ている。 

中地震相当：宅地の機能に重大な支障が生じない 

大地震相当：人命及び宅地の存続に重大な影響を与えない 

 

１．想定地震動の大きさ 

液状化対策の目標値を定める場合、対象とする地震動の大きさとこの荷重に対する応答値として何

を対象とするかを決めておく必要があり、東日本大震災の液状化被害の実態も考慮すると、震度5程

度から被害が発生していることから、中地震に相当する地震動を下回らないものとする。ただし、想

定の地震動を大きくすると液状化対策に要する費用もまた大きくなるため、経済性も考慮し、民生安

定上必要があれば今次災害規模等とすることができる。 

想定する地震動の検討例として、以下のものを示す。 

・タイプ 1（最低限の地震動）：200gal、M7.5 

（宅地液状化被害判定指針に示す想定地震動） 

・タイプ 2（今次災害を考慮した地震動）：200gal、M9.0 

（東日本大震災による東京湾岸における地震動） 

・タイプ 3（地域防災計画に定める地震動、既往最大の地震動等）：350gal、M7.5 

（今後想定される直下型地震による大きな地震動） 

※galは「想定地表面最大加速度」、Mはマグニチュードを示している。 

なお、各地方公共団体では地域防災計画を策定しており各地域の地震環境に配慮した地震動を設定

している場合もあるため、対策の想定地震動の設定は、専門家からなる委員会で計算条件等を慎重に

検討した上、費用対効果も考慮して設定する必要がある。 

公共施設・宅地一体型液状化対策における目標値は、街区全体での液状化被害を抑

制するために必要かつ整合のとれたものとする。 

その際には、想定する地震動として中地震は下回らないものとし、今次災害の規模

等を考慮し、地域の社会的、経済的状況を踏まえ液状化対策の目標値を設定するもの

とする。 

公共施設・宅地一体型液状化対策において液状化被害を抑制するための目標値とし

ては、原則として「宅地液状化被害判定指針」における「顕著な被害の可能性が低い」

を指し、指針判定図における A ランクの範囲とし、液状化対策後に B1 ランクの範

囲になる場合も「顕著な被害の可能性が低い」と同等の扱いとする。 

ただし、技術面や経済性において目標値を満たすことが困難と想定される場合に

は、地域の合意を経て、液状化被害を軽減するために個別の目標値とすることができ

る。 
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２．液状化対策の目標値に対する基本的な考え方 

液状化対策の目標値を設定するに当たっては、原則として宅地液状化被害判定指針における、マグ

ニチュード7.5、200galの条件下で、「顕著な被害の可能性が低い（Aランク）」の範囲に相当する非

液状化層厚H1≧5.0mを目標とする。また、公共施設・宅地一体型液状化対策の目標値に限り、図4-27

に示すB1ランクの範囲をAランクと同等に「顕著な被害の可能性が低い」として扱うこととする。こ

れは、対策工事を行った場合、自然地盤に比べて一様に非液状化層厚H1が確実に確保されることが想

定されるためである。 

また、タイプ１を上回る地震動における液状化対策の目標値設定に当たっては、宅地液状化被害判

定指針の判定図が東日本大震災の液状化被害を分析した結果設定されたしきい値であることから、そ

のしきい値はマグニチュード9.0、最大加速度αmax=200(gal)の地震動まで用いることができるため原則

に従ったタイプ１の設定が可能である。 

なお、タイプ１を上回る地震動で原則によらない目標値とする場合は、専門家からなる委員会等で

の検討を行うことが望ましい。 

例えば、東日本大震災の被災地においてはタイプ２の地震動を想定としており、専門家の意見を聴

いた結果、非液状化層厚H1≧3.0mを確保しつつ、表4-8のように建築基礎構造設計指針（2001年、日

本建築学会）に定める地表変位量（Dcy）と液状化の程度の関係を用い、液状化の程度を「小」とな

る地表変位量Dcy＜10cmを目標値としていることが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a) H1～Dcy判定図            (b) H1～PL判定図 

図4-27 公共施設・宅地一体型液状化対策工法の判定基準 
 

表4-8 地表変位量（Dcy）と液状化の程度の関係 6) 
Dcy(cm) 液状化の程度 

0 なし 
～ 05 軽微 

05 ～ 10 小 
10 ～ 20 中 
20 ～ 40 大 

40 ～ 甚大 
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ただし、技術的実現性や経済性を考慮した場合、B1ランクの範囲であっても液状化対策の目標値を

設定する場合が困難なことがあるため、特例として液状化被害を軽減するための目標値を図4-27に示

すB2ランクの範囲に相当するものとすることができる。このB2ランクの範囲は、宅地液状化被害判

定指針における「顕著な被害の可能性が比較的低い」に相当するため、何らかの液状化被害が発生す

る可能性は否定できない。そのため、液状化対策の目標を設定するに当たっては、専門家の意見を聞

くとともに、液状化対策効果の限界に対する地域住民の理解と合意が必要である。 

なお、建築被害と液状化可能性の関係（液状化被害地区における実態調査）については、＜資料

編４－８＞を参照とされたい。 

 

３．工法ごとの液状化対策効果の目標値の考え方 

現在のところ、公共施設・宅地一体型液状化対策工法としては地下水位低下工法と格子状地中壁工

法があるが、図4-27による液状化対策効果の目標値の設定については表4-9のとおりとする。各工法

の概要については、「5-1 地下水位低下工法の考え方」及び「6-1 格子状地中壁工法の考え方」を

参照されたい。 

 

表4-9 公共施設・宅地一体型液状化対策工法における効果の目標値の設定 

判定結果 H1の範囲 Dcyの範囲 PL値の範囲 地下水位低下工法 格子状地中壁工法 

C 
3m 未満 

5cm 以上 5 以上 不可 不可 

B3 5cm 未満 5 未満 不可（※） 不可 

B2 3m 以上 

5m 未満 

5cm 以上 5 以上 
液状化被害軽減の

目標として可 
不可 

B1 5cm 未満 5 未満 
液状化被害抑制の目標として可 

A 5m 以上 － － 

（※）原則不可であるが、専門家からなる委員会等で詳細、且つ、高度な検討を行った結果の判断についてはこ

の限りではない。 

 

（１）地下水位低下工法 

地下水位低下工法では、Aランク及びB1ランクの範囲について液状化被害を抑制するための目標値

とする。 

また、液状化層が非常に厚い等の特殊な場合は、一様に非液状化層厚H1が確実に確保され、めり込

み沈下の液状化被害を軽減するための目標値をB2に設定を行うこともできる。 

なお、現地状況等から目標値をB3とする場合には、専門家からなる委員会等で詳細、且つ、高度な

検討を行うなど慎重に判断することが必要である。 

（２）格子状地中壁工法 

格子状地中壁工法においても、Aランク及びB1ランクの範囲について液状化被害を抑制するための

目標値とし、2次元地震応答解析等を用いてFL値が1以上となる層厚を非液状化層厚として確保するこ

ととする。目標値の設定に当たっては、計算方法を明記し、地層の条件や設定定数については、各自

治体の専門家からなる委員会で別途設定を行うことが望ましい。 



85 

また、格子状地中壁工法を実施した場合でも、地下水位の高さは対策前と同程度であったり地中壁

の上端まで上がってきたりするので、地下水位が高い地域にあっては、めり込み沈下に対する影響に

ついても十分に考慮する必要がある。 

 

（参考） 

タイプ1を上回る地震動を設定した場合、マグニチュード9.0、最大加速度αmax=200(gal)の地震動ま

で図4-27のしきい値を用いることができる（図中の点線ラインは動かない）ものの、液状化に対する

安全率FLの計算に当たってマグニチュードが変数となっているため、地盤条件によっては同一地点で

あっても液状化に対する安全率FL値の計算値が変わり、それに従い非液状化層厚H1や地表変位量 D

cyの計算値も変わることに留意されたい。具体的には以下のような計算例となる。 

地点 A の計算例： 

M7.5 200gal の場合：H1=3.0m、Dcy=4.5cm 

M9.0 200gal の場合：H1=2.0m、Dcy=11.5cm 

想定の地震動が大きくなれば、非液状化層厚H1は小さく、地表変位量Dcyは大きくなるため、目標

値の範囲内に納めるためには対策の工事費が大きくなったり、場合によっては技術的に対策困難とな

ったりする場合もあるため、地震動の設定に当たっては対策の費用対効果や技術的な実現性も十分考

慮されたい。 
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４－５ 新規ボーリング等地質調査の実施 
 
 

 

 

 

 

新規ボーリンク箇所の計画は、再液状化検討において地盤沈下量予測や液状化対策範囲選定の目安

とするため、既往調査位置を勘案し必要に応じて新規のボーリング箇所を計画する。 

液状化被害箇所を対象に、図4-28に示すようなメッシュ状に分割し、200～500m程度の割合で、新

規ボーリング調査箇所を検討する。200～500m間隔で地盤状況を把握した後に、メッシュ間を詳細に

追加調査することも必要である。この場合、地層構成の連続性が把握されている際には、費用対効果

より安価な調査方法として静的貫入試験（三成分コーン貫入試験やスウェーデン式サウンディング試

験等）で補足することも有効な調査法である。 

なお、地震前後の地盤状況を比較するために既往のボーリング位置と重複させた位置での実施も必

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-28 新規ボーリング箇所位置図 

新規ボーリング箇所の計画にあたっては、再液状化の検討において地盤沈下量予測や

液状化対策範囲選定の目安とするため、調査対象地区を200～500ｍ程度のメッシュ状

に分割し、必要に応じてボーリング調査を追加・実施する。また、地震前後の地盤の状

況を比較するために既往のボーリング位置と重複させた位置での実施も必要である。 
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（１）ボーリングの調査深度及び各種試験の考え方 

ボーリングの調査深度及び各種試験は以下の考え方で行うことが望ましい。 

①ボーリング調査深度： 

液状化に対する安全率（FL値）を算出するため深度20mを基本とする。ただし、既往のボーリング

調査結果等により液状化層の深度分布がある程度予測されている場合には、調査の費用対効果を

考えて一部の調査箇所を砂層の予測深度までとすることも考えられ、必ずしも全箇所を20mまで行

う必要はない。 

 

②室内土質試験（物理試験）： 

深度ごとに物理試験を実施し液状化に対する安全率（FL値）算出の資料とする。 

砂質土の場合の粒度試験は一般的に「ふるい分析」までとなるが、液状化判定においては細粒分

含有率（Fc）の内訳（シルト分、粘土分の含有率）も有効な液状化層の特性値となり得ることか

ら「沈降分析」まで実施するのが望ましい。 

また、細粒分含有率（Fc）がFc＝35％以上の場合は、「液性限界試験、塑性限界試験」を実施し

塑性指数（Ip）を算出する必要がある。 

 

③室内土質試験（力学試験）： 

液状化層以深に軟弱層（シルト）が分布した場合、地下水位低下工法や盛土を行う際に増加応力

に伴う圧密沈下量が懸念されるため、不攪乱試料を採取し圧密試験を実施するのが望ましい。 

 

④現場透水試験： 

液状化対策案として第一に地下水位低下工法が挙げられる場合、砂質土層を対象に現場透水試験

を実施して、平衡水位や地盤の透水係数を把握する必要がある。特に液状化対象層以深に軟弱層

が分布する場合には、軟弱層下部の被圧地下水によっては圧密沈下量も軽減される可能性がある

ため、軟弱層下部においても実施するのが有効である。 

 

（２）調査数量 

液状化対策案として地下水位低下工法が考えられる場合、地盤状況のタイプとしては、大まかに分

類すると以下の２タイプが考えられる。 

①タイプ1：液状化層以深に軟弱層が分布する場合 

②タイプ2：砂質土層単一層となる場合 

タイプ2では通常は圧密の検討は不要である。 

この場合の調査数量は図4-29、図4-30に示した数量や試験項目を参考にするとよい。 
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図4-29 タイプ 1：液状化層以深に軟弱層が分布する場合の調査数量や試験項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-30 タイプ 2：砂質土層単一層となる場合の調査数量や試験項目 
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また、液状化対策案として格子状改良等が想定される場合は、詳細な数値解析（二次元等価線形地

震応答解析や三次元FEM解析等）を行う必要があるため、図4-31に示すように調査地区を代表する地

点で図4-32や以下に示すような調査・試験項目が必要となる。 

①ボーリング調査：耐震設計上の基盤層（N>50）を把握するまで掘削する必要がある。 

①高密度地表面探査：地区全体の地層の連続性を面的に把握する。 

②PS検層・密度検層：地盤のせん断波速度を直接測定する。（サスペンション式PS検層が有効） 

③室内力学試験（動的試験）：分布する地層毎に不攪乱試料を採取し動的特性試験を実施する。 

・分布する地層の動的変形特性試験（粘性土・砂質土） 

・液状化対象層の液状化強度試験（砂質土） 

・液状化対象層の三軸圧縮試験 

 

なお、詳細な数値解析を行う場合は、被災地の近傍の観測点K-NETやKiK-net等で観測された強震記録

を用いることから、耐震設計上の工学的基盤面を把握する必要がある。耐震設計上の工学的基盤面はせん

断波速度Vs≧300m/sとなる層を確認することが望ましいが、便宜的に砂質土でN値≧50、粘性土でN

値≧25となる層とすることも想定される。地盤のせん断波速度は図4-33、図4-34のような高密度表面

波探査や、PS検層により直接測定して求めることが望ましいが、次式に示すようにN値から簡易に推

定する方法8)もある。 

①粘性土の場合：
3/1100 NVs （1≦N≦25） 

②砂質土の場合 ： 3/180 NVs  （1≦N≦50） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-31数値解析を用いる場合の調査計画図 
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図4-32 数値解析を用いる場合の調査数量や試験項目 
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図4-33 表面波探査測線位置図例 

 

 
図4-34 表面波探査結果図例 
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４－６ 再液状化における被害可能性予測 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１．再液状化における地盤沈下量予測 

再液状化における地盤沈下量予測は、以下の手順が想定される。 

① 震災前と同様に液状化判定を行い再液状化範囲を明確にする。（表4-10及び図4-35参照） 

② PL値（液状化指標値）及びDcy値（地盤変位量）を算出し地盤沈下量の予測を行う。 

Dcy算出は、「建築基礎構造設計指針（日本建築学会）」の＜資料編４－３ 液状化に伴う地盤物

性と地盤変形量の予測＞に準拠して行う。ここでは、Dcyは本来水平方向のせん断ひずみによる水平

変位差であり、それを沈下量に読み替えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「４－４ 液状化対策の目標値」で想定した地震動等により「宅地の液状化被害可

能性判定に係る技術指針」の計算シートを用いて、再液状化による地盤沈下量を予測

する。また、予測結果から再液状化層と再液状化予想範囲を特定し、震災後における

液状化予測断面図、及び震災後における液状化に伴うPL値やDcyのコンター図を作成

する。再液状化診断結果について全体の考察を行い、その後の要対策区域設定の根拠

とする。 
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表4-10 液状化安全率 FLを用いた再液状化可能性の予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-35 液状化対象層の特定 
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２．地盤沈下量(Dcy)コンター図の作成 

再液状化における液状化判定例を表4-11に、液状化における地盤変位量（Dcy）算定例を表4-12に

示した。 

表4-11 再液状化判定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-12 再液状化における地盤変位量（Dcy）算定例 
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図 4-36 再液状化予測断面図例-1（IH 地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 4-37 再液状化判定による地盤沈下量（Dcy）コンター図例-1（IH 地区） 

Ｂ断面 Ｄ断面 Ｃ断面 Ａ 
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図4-38 再液状化予測断面図例-2（NK 地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-39 再液状化判定による地盤沈下量（Dcy）コンター図例-2（NK 地区） 
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